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行政庁側記入欄
許可年月日

１．す　る
般・特新規＋業種追加 般・特新規＋業種追加＋更新 ２．しない

資本金額又は出資総額 法人番号

1.法人
2.個人 , ,

１．有
２．無

旧許可年月日

連絡先 松山市一番町四丁目４－２　　　愛媛行政書士事務所　　行政書士　　行政　次郎

役員等、営業所及び営業所技術者等（建設業法第７条第２号に規定する営業所技術者及び同法第15条第２号に規定する特定営業所技術者をいう。以下同じ。）については別紙によ
る。

所属等　　　　　　　建設業担当 氏名　　　　　行政　花子 電話番号　　　089 - 912 - ****

ファックス番号　　　089 - 921 - ****

日
知事 特

年 月号 令和許可 （
般

－ ） 第

11 13 15

旧 許 可 番 号 １ ６
国土交通大臣

大臣 コード
知事

3 5 10

（ ）

3

許 可 換 え の 区 分 １ ５ （１．大臣許可→知事許可　　２．知事許可→大臣許可　　３．知事許可→他の知事許可）

3
建設業以外に行つている営業の種類

兼 業 の 有 無 １ ４

（千円）

25

法 人 又 は 個 人 の 別 １ ３ （ ）

13 15 203 4 5 10

フ ァ ッ ク ス 番 号

電 話 番 号－郵 便 番 号 １ ２

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

20

主 た る 営 業 所 の
所 在 地

１ １

主 た る 営 業 所 の
所 在 地 市 区 町 村
コ ー ド

3 5

市区町村名

3 5 10 15

１ ０ 都道府県名

3 5 10
支配人の氏名

代 表 者 又 は
０ ９

個 人 の 氏 名

代 表 者 又 は 個 人
の 氏 名 の フ リ ガ ナ

０ ８

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称 ０ ７

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

０ ６

3 5 10 15 20

20 25 30

０ ５

と す る 建 設 業
（

１．一般
２．特定

）
申請時において 既に
許可を受けている建設

業

3 5 10 15

清 解
許 可 を 受 け よ う

０ ４

通 園 井 具 水 消ガ 塗 防 内 機 絶タ 鋼 筋 舗 しゆ 板

日

土 建 大 左 と 石 屋 電 管

年 月

3 5 7

申 請 年 月 日 ０ ３ 令和

）
３．般 ・ 特 新 規 ６． ９． 期間の調整

５．更 新 ８． 許可の有効
７．般 ・ 特 新 規 ＋ 更 新 4

（申 請 の 区 分 ０ ２ ２．

日
知事 特

年
般

－ ） 第

許 可 換 え 新 規 業 種 追 加 ＋ 更 新

号 令和

3 １．新 規 ４．業 種 追 加

15

国土交通大臣
月許可許 可 番 号 ０ １ （

項 番 3 5 10 11 13

北海道開発局長
知事 殿 代理人

大臣 コード
知事

建　設　業　許　可　申　請　書

この申請書により、建設業の許可を申請します。
この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

令和　　　　年　　　　月　　　　日

地方整備局長

申請者

様式第一号（第二条関係） （用紙Ａ４）

０ ０ ０ ０ １
行政書士等による代理申請の場合の記載

職印

当欄には、申請代理人の事務担当
者、連絡先を記載してください。

【行政書士の書類作成代理にかかる記名押印】
行政書士法第１条の３、第１条の４第２号後段及び
第１条の３第３号の場合（申請人等欄の下に、代理
人行政書士の旨の記名押印しない場合）は、申請書
類等の欄外等に行政書士の旨、氏名及び事務所所
在地を記入し、職印を押印してください。

職印

【行政書士の許認可申請代理等にかかる記名押印】
行政書士等の代理人による申請（行政書士法第１
条の４第１号及び第２号前段に該当）の場合は、申
請書類等の申請者等欄の下に代理人行政書士の旨、
氏名及び事務所所在地の記入し、職印を押印してく
ださい。
また、代理人による申請の場合は、委任状を添付
してください。


